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長期継続契約を締結することができる契約を定める条例運用要領 

 

 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例運用要領（平成17年４月１

日施行）の全部を改正する。 

  

（趣旨） 

第１ この要領は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成17

年長野市条例第９号）第２条に掲げる契約（以下「長期継続契約」という。）の取

扱いについて定めるものとする。 

 （長期継続契約の考え方） 

第２ 長期継続契約は、第３及び第10のとおり解除条件付きの複数年契約であるが、

地方自治法第 234条の３後段の規定により、各年度の予算の範囲内で執行される翌

年度以後の債権債務が確定していない契約でもある。 

（契約期間） 

第３ 長期継続契約の契約期間は、次のとおりとする。 

 (1) 物品の賃借契約 対象物品に応じて個別に定める。 

 (2) 前号に伴う維持管理に関する委託契約 前号で定める期間以内  

  (3) 建物、工作物及び機器の保守 ５年以内 

  (4) 建物の警備 機械警備 ５年以内 

          機械警備以外の警備 ２年以内 

  (5) 建物の清掃 ２年以内 

 (6) 設備・機器の運転・監視 ２年以内 

２ 前項に規定する契約に係る契約書に記載する契約期間は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める期間とする。 

(1) 第１号及び第２号に規定する契約（以下「リース契約」という。） 複数年に

わたる期間   

(2) 第３号から第６号までに規定する契約（以下「業務委託契約」という。） 当

該契約の締結の日から当該年度の３月31日までの期間とし、契約条項に次の項目

を設けるものとする。 

第○○条 本契約は、甲（市）乙双方に異存がなければ平成○○年○月○日まで延

長される。  

（支出負担行為伺） 

第４ 長期継続契約に係る支出負担行為伺の伺額並びに起案及び決裁を行う時期は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額並びに時期とする。 

(1) リース契約 

ア 伺額 当該契約の複数年にわたる期間における契約金額の総額 

イ 時期 当該契約の始期（初年度）のみ（翌年度以降は不要） 

(2) 業務委託契約  

ア 伺額 当該年度の予定価格（以下「当該年度予定価格」という。） 
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イ 時期 契約期間中毎年度 

（財務会計システム上の処理） 

第５ 財務会計システムにおける入力処理については、次の各号に掲げる契約の区分

に応じ、当該各号に定めるところによる。 

(1) リース契約 

 ア 契約初年度 

(ｱ) システム上のメニュー 

     歳出（契約）－支出負担行為－伺（担当課契約） 

  (ｲ) 入力事項等 「伺（担当課契約）」の「基本」画面の概要欄に当該契約が

長期継続契約であることを明記するとともに、「年割」画面の年割欄に金額

を入力する（債務負担限度額欄は入力しない。）。 

イ 契約２年度目以降 

  (ｱ) システム上のメニュー 

歳出（契約）－支出負担行為－伺兼確定（継続契約） 

(ｲ) 入力事項等 「伺兼確定（継続契約）」の契約番号欄等必須事項を入力す

る。この際決裁欄は「押印」を選択するが、帳票は出力しない。 

(2) 業務委託契約 

 ア 契約初年度 

(ｱ) システム上のメニュー  

      歳出（契約）－支出負担行為－伺（契約課契約）又は伺（担当課契約）  

(ｲ) 入力事項等 「伺（契約課契約）」又は「伺（担当課契約）」の「基本」画

面の概要欄に長期継続契約であること及び翌年度以降の予定価格を明記す

る（「年割」画面への入力は不要）。 

  イ 契約２年度目以降 

    契約初年度と同様のメニューで処理する。ただし、「伺（契約課契約）」又

は「伺（担当課契約）」により処理した起案の決裁後に処理する「伺確定（契

約）」においては、契約番号欄等必要事項を入力し、決裁欄は「押印」を選

択するが、帳票は出力しない（決裁は不要）。 

（法令・規則等の適用） 

第６ 長期継続契約に関する契約の事務に係る法令、条例、規則等の適用について 

は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額により判断するもの

とする。 

(1) リース契約 当該契約の複数年にわたる期間における契約金額の総額 

(2) 業務委託契約 当該年度予定価格 

 （対象となる業務委託） 

第７ 業務委託契約について長期継続契約の対象とすることができる契約は、長期継

続契約の当該年度予定価格が50万円を超える業務委託とする。 

（契約課が契約する業務委託） 

第８ 当該年度予定価格が 100万円以上の業務委託は、契約課が当該業務委託に係る
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契約事務を行うものとする。 

 （長野市物品等供給業者審査委員会における審議） 

第９ 長野市物品等供給業者審査委員会による審議が必要な業務委託契約に係る長期

継続契約については、契約しようとする月の前々月に開催される長野市物品等供給

業者審査委員会において審議するものとする。 

 （条件付解除条項） 

第10 長期継続契約の契約書に「翌年度以後において歳入歳出予算の当該金額につい

て減額又は削除があった場合は、本契約は解除する。」旨を明記するものとする。 

 （損害賠償） 

第11 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第２条に定める項目の

うち(1) 物品の賃借契約及び(4) 建物の警備（機械警備）の契約において、損害賠

償条項が必要な場合は、次の項目を契約書に明記するものとする。 

第○○条 甲（市）は、自己の都合によりこの契約を解除するときは、文書をもっ

て乙に通告するものとする。 

２ 前項の規定による契約の解除に伴い、乙に損害を与えたときは、甲は、その損

害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、甲乙協議して定めるものと

する。 

 （契約金額） 

第12 リース契約の契約金額は、複数年にわたる期間における契約金額の総額又は１

か月当たりの契約金額とする。  

２ 業務委託契約の契約金額は、当該年度の契約金額とし、翌年度以後の各年度の契

約予定額を次のように契約書に明記するものとする。 

 平成○○年度の契約金額は○○○○○○円（うち取引に係る消費税及び地方消費税

額○○○○円）となる。  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成17年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領の施行の日前に契約を締結した長期継続契約及びこの要領の施行の際現

に支出負担行為伺の処理を行っている長期継続契約については、改正後の長期継続

契約を締結することができる契約を定める条例運用要領の規定にかかわらず、改正

前の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例運用要領の規定の例に

よる。 

 


